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三
重
県
議
会
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

三
重
県
議
会
基
本
条
例
（
平
成
十
八
年
三
重
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

会
派
は
、
議
員
が
前
条
に
規
定
す
る
責
務
を
果
た
す
た
め
に
行
う
活
動
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
区
） 

第
六
条
の
二 

議
会
は
、
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の

数
に
つ
い
て
、
県
民
意
思
等
が
的
確
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
不
断
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
議
会
は
」
の
下
に
「
、
議
決
責
任
を
深
く
認
識
し
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
議
会
は
」
の
下
に
「
、
合
議
制
の
機
関
と
し
て
の
特
性
を
生
か
し
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
文
書
に
よ
る
質
問
） 

第
十
四
条
の
二 

議
員
は
、
知
事
等
に
対
し
文
書
に
よ
る
質
問
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
質
問
は
、
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
文
書
に
よ
る
質
問
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別

に
定
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

提
案
理
由 

 

三
重
県
議
会
基
本
条
例
に
係
る
検
証
検
討
の
結
果
に
鑑
み
、
会
派
、
議
会
の
説
明
責
任
及
び
知
事
等

と
の
関
係
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
議
員
の
定
数
及
び
選
挙
区
並
び
に

文
書
に
よ
る
質
問
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。 


